
建設業許可関係の登録・編集は、会社情報詳細から操作します。

❶協力会社向けトップページの、左側にある「会社情報」をクリックします。
❷会社情報画面で、［労務安全項目］を選択し、［編集］をクリックします。
❸指導コメント内容に基づき、入力内容を修正し、［決定］をクリックします。
→各指導コメント内容の修正方法詳細は、該当項目のファイルでご確認下さい。

※施工に必要な許可業種を変更する場合は、再下請負通知書編集画面から選択して下さい。

会社情報詳細の編集手順（建設業許可新規登録・登録内容編集時使用）

Buildee掲載内容修正マニュアル

会社情報に登録した許可業種から
選択できます

※許可番号と許可年月日は
自動で入力されます

❶ ❷

〇〇県知事許可(般-☓☓) 第☓☓☓号

〇〇県知事許可(般-☓☓) 第☓☓☓号

〇〇県知事許可(般-☓☓) 第☓☓☓号



〇〇株式会社

〇〇県知事許可(般-☓☓) 第☓☓☓号

〇〇県知事許可(般-☓☓) 第☓☓☓号

〇〇県知事許可(般-☓☓) 第☓☓☓号

Buildee掲載内容修正マニュアル

上記コメントは、建設業許可の登録・添付がない・添付の許可証の会社名が違うという不備になりますので、建設業許可の登録・添付を行って下さい。
契約金額が税込500万円以上の場合、必ず建設業許可の登録が必要です。
また、建設業許可証写しの内容と再下請負通知書の内容が一致しているか、ご確認をお願いします。

❶会社情報詳細画面で建設業許可が既に「有」で登録されている場合は、再下請負通知書編集画面で編集を行ってください。
「建設業許可」の欄から、保有している許可業種の中から現場で使用するメインとなるものを選択し、「確定」をクリックして下さい。

※会社情報詳細画面で建設業許可が「無」で登録している場合や、建設業許可を新たに登録したい場合は次ページをご確認下さい。

⑭建設業許可の登録について 修正必須

【建設業許可が「有」で登録している場合】

［再下請負通知書編集画面］

項目 コメント

33.建設業許可登録なし ・税込契約金額が500万以上ですので建設業許可の登録をお願いします。

34.建設業許可証
添付なし ・建設業許可証の添付をお願いします。

35.建設業許可
会社名違い ・建設業の許可証に異なる会社名が記載されておりますので、正しい許可証の添付をお願いします。

一式工事の
「建築工事業」「土木工事業」は

選択しないで下さい

会社情報での登録はできているが、
この現場での許可証の登録が

できていない場合、
このように表記されます

❶



Buildee掲載内容修正マニュアル
⑭建設業許可の登録について 修正必須

建設業許可を新たに登録したい、または許可証を添付したい場合は、会社情報詳細画面から登録して下さい。

❶「有」へ変更し、［許可情報を追加］を選択します。書類の添付・修正をしたい場合は［編集］を選択します。
❷必須項目（許可番号・許可年月日等）を入力し、よく利用する建設業許可を選択して下さい。複数の許可業種を選択可能です。
❸添付書類の［種別］を選択し、該当する許可証を添付して下さい。その後、［決定］をクリックします。

※建設業許可の写しの添付時確認事項については、次ページ参照
❹労務安全項目編集画面に戻り、上部にある［更新］をクリックします。
登録後、再下請負通知書編集画面にて施工に必要な許可業種を選択して下さい。(前々ページ参照)

【建設業許可を新たに登録する・許可証を添付する】

25

1234569

2025 7 1

☑ ☑
☑

❶ ❷

❸

書類を添付・修正したい場合は［編集］を選択、
削除したい場合は［削除］を押してください

※下記の書類は建設業許可証と
見なすことができませんので、ご注意ください

「登録電気登録者業者登録証」、「解体工事業者の登録簿への登録通知書」、
警備業・派遣・地質調査などの書類 ❹

土、建、と、筋

☑



宮崎県知事許可(般-☓☓) 第☓☓☓号 2024/〇/〇 2029/〇/〇

Buildee掲載内容修正マニュアル
⑭建設業許可の登録について 修正必須

建設業許可の写しの添付確認事項は、下記4点になります。

❶施工に必要な許可業種が記載されている書類を添付して下さい。
一式工事（建築工事業、土木工事業）は選択しないで下さい。
※建設業許可の写しの許可業種名と、再下請負通知書に登録されている

許可業種名が一致しているか確認して下さい。

❷建設業許可の写しの許可番号と再下請負通知書に登録されている許可番号が
一致しているか確認して下さい。
・知事・大臣 般・特 番号が一致しているか確認して下さい。
・許可証に「知事(特－●)釧 第●●●号」のように、
発行地域の文字が入っている場合は再下請負通知書に文字がなくても問題ありません。

❸Buildeeの『許可(更新)年月日』欄と建設業許可の写しの
『許可の有効期間の開始日』が一致しているか確認して下さい。
書類発行日を記入されている事が多い項目となっておりますのでご注意下さい。

❹建設業許可の有効期間が切れていないか確認して下さい。
申請中の場合は、建設業許可申請書、建設業許可証明願を添付して下さい。

【許可申請書・許可証明願について】
会社名が確認でき、国交省の建設業許可検索システムにて許可業種が確認できれば
問題ありません。

工期中に許可証を更新した場合は、忘れずに更新日を修正して下さい。
※更新日は建設業許可有効期間の開始日です。

［再下請負通知書画面］

❷
❶

許可の開始日を登録して下さい

❶

❷

❸

有効期限が近い、または切れている場合、
メッセージが表示されますので、ご確認ください

令和 6年〇月〇日から令和 11年〇月〇日まで❸
❹

❹


